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75
歳
以
上
の
方
が
８
月
１
日
よ

り
お
使
い
い
た
だ
く
、
新
し
い
被

保
険
者
証
を
７
月
下
旬
に
簡
易
書

留
で
郵
送
し
ま
す
。

　
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
お
名

前
等
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
医
療

機
関
で
診
療
等
を
受
け
る
際
に
ご

提
示
く
だ
さ
い
。（
現
在
お
使
い

の
被
保
険
者
証
は
、
８
月
以
降
使

用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
各
自
に
お

い
て
廃
棄
を
お
願
い
し
ま
す
。）

　
ま
た
、
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
も
、
８
月
１
日

よ
り
新
し
く
な
り
、
被
保
険
者
証

と
は
別
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。（
前
年

度
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
今
年

度
も
適
用
要
件
に
該
当
す
る
場
合

は
、
引
き
続
き
交
付
さ
れ
ま
す
。） 

※
新
規
に
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
の
交
付
を
受

け
る
場
合
に
は
、
申
請
が
必
要

で
す
。 

　
保
険
料
は
、
被
保
険
者
そ
れ
ぞ

れ
の
前
年
中
の
所
得
に
基
づ
き
、

毎
年
７
月
に
算
定
さ
れ
、
７
月
中

旬
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
年
度
途
中
に
資
格
を
取
得
さ
れ

■
所
得
割
軽
減

　
所
得
割
額
を
負
担
す
る
被
保
険

者
の
う
ち
、
基
礎
控
除
後
（
基
礎

控
除
額
33
万
円
）
の
総
所
得
金
額

等
が
58
万
円
を
超
え
な
い
方
に
つ

い
て
は
、
所
得
割
額
が
一
律
５
割

軽
減
さ
れ
ま
す
。

■
被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
に

　

対
す
る
９
割
軽
減

　
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶

養
者
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
所
得

割
額
は
発
生
せ
ず
、
均
等
割
額
は

９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
「
特

別
徴
収
」
と
、
納
付
書
や
口
座
振

替
に
よ
る
「
普
通
徴
収
」
の
２
通

り
で
す
。【
図
３
参
照
】

■
普
通
徴
収
の
口
座
振
替
を
希
望

　

す
る
場
合

　
市
民
課
窓
口
で
次
の
も
の
を
ご

用
意
の
う
え
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

・
振
替
口
座
の
預
金
通
帳

・
通
帳
の
届
出
印

・
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

＊
市
民
課
国
保
医
療
担
当

　
（
内
線
１
２
７
〜
１
２
９
・
１
３
７
）

＊
収
納
課
徴
収
担
当

　（
内
線
１
６
３
・
１
６
５
）

＊
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
５
５
ー
２
３
６
ー
５
６
７
１

　
障
害
者
の
医
療
費
を
助
成
す
る

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
事

業
の
助
成
方
法
を
、
平
成
26
年
11

月
よ
り
現
在
の
窓
口
無
料
か
ら
自

動
還
付
方
式
に
変
更
し
ま
す
。

　
今
回
の
助
成
方
法
の
変
更
に
つ

い
て
、
多
く
の
皆
さ
ん
に
ご
理
解

い
た
だ
く
た
め
、
次
の
と
お
り
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。
な
お
、
事
前

申
込
は
不
要
で
す
。

◇
自
動
還
付
方
式
と
は

　
県
内
の
医
療
機
関
を
受
診
時
に

自
己
負
担
分
を
一
旦
窓
口
で
お
支

払
い
い
た
だ
き
ま
す
が
、
そ
の
都

度
申
請
手
続
を
行
わ
な
く
て
も
自

動
的
に
、
３
か
月
程
度
で
受
給
者

の
口
座
に
自
己
負
担
分
が
振
込
ま

れ
る
方
法
で
す
。

■
日
時
　
８
月
８
日(

木)

　
13
時
30
分
〜
15
時

■
場
所

　
北
巨
摩
合
同
庁
舎
１
０
１
会
議
室

■
お
問
い
合
わ
せ

＊
山
梨
県
福
祉
保
健
部
障
害
福
祉
課

☎
０
５
５
ー
２
２
３
ー
１
４
９
５

＊
市
民
課
国
保
医
療
担
当

　（
内
線
１
３
７
）

た
方
（
75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た

方
や
転
入
さ
れ
た
方
等
）
へ
は
、

資
格
取
得
の
翌
月
に
通
知
し
ま
す
。

平
成
25
年
度
の
保
険
料
率
は
、
次

の
と
お
り
昨
年
度
と
同
額
に
な
り

ま
す
。【
図
１
参
照
】

■
均
等
割
軽
減

　（
均
等
割
額
３
９
、６
７
０
円
）

　
軽
減
判
定
の
た
め
の
対
象
総
所

得
金
額
等
が
次
に
該
当
す
る
世
帯

の
被
保
険
者
は
、
均
等
割
額
が
軽

減
さ
れ
ま
す
。【
図
２
参
照
】

保
険
料
の
算
定

被
保
険
者
証
を

　
　
　

７
月
下
旬
に
送
付

保
険
料
率
の
軽
減

納
付
方
法
は
２
通
り

【図１】

【図２】

【図３】

平成25年度の保険料率
•所得割率　7.86％　　　•均等割額　39,670円

保険料額＝
　39,670円  ＋（所得－33万）×  7.86％
  （均等割額）        （所得割額）
※保険料の賦課限度額は55万円です。

均等割が軽減される世帯 軽減割合

同一世帯内の
被保険者及び
世帯主の総所
得金額等が

基礎控除額（33万円）以下の世帯
で、被保険者全員に年金収入以外
の所得がなく、年金収入が80万円
以下の世帯

9割

基礎控除額（33万円）以下の世帯 8.5割
基礎控除額（33万円）＋｛24.5万円
×被保険者数(被保険者である世
帯主は除く）｝以下の世帯

5割

基礎控除額（33万円）＋｛35万円×
被保険者数｝以下の世帯 2割

原則年金から天引き（特別徴収）

　年６回の年金の定期払いの際に、年金から保険料があらかじめ差し引
かれます。４月から保険料が天引きされている方は、年間保険料から
４.６.８月に仮徴収された金額を差し引いて、残りを３回で割った額が、
10.12.２月に徴収されます。

　市から送られる納付書で、
期日内に指定された金融機
関やコンビニエンスストア
で納めます。
　納期は、７月～２月の８
回です。口座振替月も同月
です。

納付書・口座振替で
納付（普通徴収）

年金額が年額18万円未満

介護保険料と後期高齢者
医療保険料の合算額が年
金額の2分の1を超える

いいえ

いいえ

は
い

は
い

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
に
つ
い
て

平
成
26
年
11
月
重
度
心
身
障

害
者
医
療
費
助
成
事
業
の
助

成
方
法
を
変
更
し
ま
す
。


